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第３章 施策の大綱 
 

 

 

野田市は、利根川や江戸川、利根運河等の豊かな水辺空間を始め、みどり豊かな自然

環境が多く残るまちで、多様な生態系も見られます。 

これまで自然の保全、再生のために、様々な取組を進めてきました。今後も引き続き、

野田市のみどり豊かな自然環境を次世代の子どもたちに継承していくために、これまで

進めてきたコウノトリをシンボルとした生物多様性の取組等を充実、発展させ、自然環

境の保全、再生、利活用を進めます。 
 

農業に関しては、みどり豊かな自然環境を活かした農業の推進により、野田市産の農

産物のブランド価値を高め、野田市独自の農業の展開を図ります。また、耕作放棄地が

増加している現状を鑑み、農業体験等を通じた交流拠点づくりや観光資源としての活用

等、耕作放棄地の有効活用を推進します。 
 

清潔で快適な都市環境の実現に向けて、廃棄物の減量化やリサイクル化の促進、不法

投棄対策等の廃棄物の適切な処理に取り組むとともに、意識啓発の促進や分別収集の徹

底等に取り組み、３Ｒ※1（リデュース、リユース、リサイクル）を市民や事業者と協

働※2、連携により進め、更なる循環型社会の実現を推進します。また、東日本大震災

を起因とする再生可能エネルギー※３への関心の高まり等を踏まえて、太陽光等の再生

可能エネルギーの利活用についても引き続き取り組みます。 
 

騒音、振動、水質汚濁、大気汚染等といった公害への対応を図るとともに、大雨によ

る浸水被害の軽減に向けた総合的な浸水対策の推進や上下水道の整備、水質の浄化等、

市民が安全で安心できる生活環境の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※1３Ｒ…リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の頭文字を表したもの。優先順位とし
て、まず「ごみ」の発生抑制（リデュース：Reduce）を図り、続いて「ごみ」にせず再使用する（リユース：Reuse）、
さらに、どうしても「ごみ」として排出するものについては、分別排出により再資源化する（リサイクル：Recycle）
となる。 

※2 協働…住民、企業、行政などが各々の目的の実現に当たり、共通する取組や事業について対等な立場で役割や責任
などを分担し、協力して推進すること。 

※３再生可能エネルギー…エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利
用の促進に関する法律において、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして、太陽
光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存する熱、バイオマスが設定されている。 

基本目標１ 自然環境と調和するうるおいのある都市 

江川地区での米作り体験 コウノトリ 
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少子高齢化の進展、核家族化等による家族構成の変化、地域社会のつながりや相互扶

助の機能低下、孤独死、虐待、ひきこもり等の社会問題が顕在化している中で、市民、

民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体等の支援活動が大き

な役割を果たしており、これらの主体と協力、連携を図り、地域で支え合う「心のバリ

アフリー」の意識の醸成と地域ぐるみの支援体制づくりを進めます。 
 

高齢化が急激に進む中、高齢者の健康の維持増進やひとり暮らしの高齢者への支援等

きめ細やかな対応とともに、元気な高齢者の社会参画や生きがいづくりに取り組みます。 

また、障がい者の自立を促進させる取組や高齢者の介護等に関する社会福祉需要もま

すます高まっており、多様なニーズを踏まえた福祉活動や施策の充実を図ります。 
 

誰もが住み慣れた地域で、元気に安心して暮らせる社会を実現するために、公共施設

や道路等のハード面、情報、制度、心理等のソフト面等様々な障がいを取り除くバリア

フリーや、誰もが使いやすい環境づくりに配慮したユニバーサルデザイン※1 を重視し

た環境整備に取り組み、障がい者の自立した日常生活や社会参画を促進します。 

市民生活の安定と自立の促進に向けて、生活保護世帯への福祉の充実を図るとともに、

就労支援や適正な給付にも取り組みます。 

 

女性の社会進出やライフスタイルの多様化等により、子育てへの負担感が高まってお

り、支援の充実が求められていることから、子育て中の親が働く環境や保育環境の充実

を図り、安心して楽しみながら子どもを産み育てることができる環境づくりを推進しま

す。 
 

日本人の平均寿命が延びている一方で、高齢化の進行に伴う生活習慣病等の患者数の

増加が懸念されており、市民一人一人が生涯にわたり健康づくりに取り組むことが求め

られています。また、少子高齢化の進行、雇用基盤の変化、医療の高度化等、医療を取

り巻く環境は大きく変化しており、医療ニーズは年々高まっています。このような状況

を踏まえて、スポーツや食生活改善等による健康増進や疾病予防、介護予防等に取り組

むとともに、小児医療や障がい者医療、高齢者医療等のニーズに対応した医療体制の充

実に努めます。また、かかりつけ医の定着や介護サービスの充実、各医療機関の連携体

制の確保等にも取り組み、住み慣れた場所で自分らしい生活を送ることができる医療環

境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
※1ユニバーサルデザイン…障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいように都市
や生活環境をデザインする考え方のこと。 

基本目標２ 生き生きと健やかに暮らせる都市 

福祉のまちづくりパトロール 高齢者の身近な交流の場（シルバーサロン） 
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近年、少子化が進む中で、子どもは将来を担う大切な財産であることから、「確かな

学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を備えた子どもの育成に向けて、より良い教育環境

を整えることが必要です。 

そのために、学校、地域、家庭が連携して、地域の特色を活かした創意工夫のある教

育活動を展開するほか、学力向上はもとより、学校の体育活動や地域スポーツ、食育活

動等を通して、子どもの健やかな成長に資する環境づくりや、学校教育施設の整備、充

実、教職員の資質の向上等に取り組みます。 

 

近年では、子ども・若者を狙った犯罪の増加や有害情報の氾濫等、取り巻く環境が悪

化しており、不登校、ひきこもり、ニート※1 等の問題も多様化していることから、学

校、家庭、地域が一体となった子ども・若者の健全育成に向けた取組を推進します。 

また、いじめや虐待といった課題が存在していることから、学校教育においても人権

教育を通じた意識の醸成等を進めます。 

 

学習は子ども・若者に限らず、生涯にわたり取り組むものであることから、誰もが生

涯にわたって学び合うことのできる環境づくりを進めます。 

 

誰もが生きがいを持ち、地域への参加等を通じて生涯にわたって学び合える野田市の

実現に向けて、地域が主体となった子どもたちの教育支援活動や、公民館や図書館を始

めとした学習拠点の充実、自然環境を活かした学習等に取り組み、郷土愛を育む学習を

推進します。 

 

野田市においても、今後ますます国際化が進み、市内在住の外国人の増加が予想され

ることから、外国人も地域で安心して生活できる環境づくりを進めます。また、市民の

国際感覚の醸成や国際社会に適応できる人材育成等を目指して、国際交流の機会や場の

充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                   
※1ニート…Not in Education，Employment or Training の略で、15～34 歳の非労働力人口のうち、通学や職業
訓練等を行っていない者のこと。 

基本目標３ 豊かな心と個性を育む都市 

小学校陸上競技大会 異国文化体験教室 
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防災訓練 まめバス 

 

 

 

市民が安全で安心した生活を送れるようにするため、犯罪を未然に防止するよう努め

るとともに、防犯に役立つハード面の整備や市民一人一人の防犯意識の向上等のソフト

面での対策を推進し、市、警察、地域が連携し防犯対策に取り組むまちづくりを進めま

す。 
 

利根川・江戸川の堤防強化の促進等のハード面の水害対策に取り組むことはもとより、

安心して暮らせる都市を実現する総合的な防災対策を進めるためには、「市民・事業所」、

「地域の市民で組織する自主防災組織等」、「行政・防災関係機関」の３者がそれぞれの

役割に応じて分担し、協力して行う「自助・共助・公助※１」の連携が不可欠です。地

域防災力の向上のために、３者がそれぞれの役割を認識し、自らの防災力を向上させる

よう取り組みます。また、消防体制の充実、救急救命体制の充実にも取り組みます。 
 

交通環境については、歩行中の子どもや高齢者、自転車等の交通事故が多く発生して

いることから、市民が安全に暮らせる交通事故の少ないまちづくりに向けて、交通安全

に配慮した環境整備とともに、市民一人一人の交通マナーやルールの遵守に向けた交通

安全指導の充実に取り組みます。 
 

道路は、市民生活を支えるとともに、にぎわいやまちのイメージづくりにおいても重

要な役割を担うものであることから、将来の交通需要を的確に捉え、計画的に道路交通

体系の整備や鉄道の高架化を進めていきます。また、劣化、老朽化が進む道路や橋梁の

維持管理に努めます。さらに、快適な歩行環境や自転車環境の整備に向けて、歩行者と

自転車の通行空間を確保するとともに、バリアフリーに対応した歩道整備、自転車道や

駐輪場等の充実に取り組みます。 
 

野田市には、みどり豊かな公園や歴史的な資源も多く、それらを活かした魅力的な街

並みや景観形成に取り組み、美しく暮らしやすいまちづくりを進めます。また、公園や

緑地等のみどりを保全するとともに魅力向上に取り組み、豊かな都市空間の形成を図り

ます。 
 

市内の交通に関しては、東京へ直結する鉄道がなく、また、市内を通る唯一の鉄道で

ある東武野田線が単線であることから、通勤、通学等における利便性の向上が課題とな

っています。そのため、東京直結鉄道（地下鉄８号線）の整備、東武野田線の複線化の

推進に引き続き取り組みます。また、誰もが気軽に利用できる市内の移動手段を確保し

ていくために、市内や近隣地域とのバス交通の整備促進、地域のニーズを踏まえた「ま

めバス」の見直し等により、公共交通の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
※１自助・共助・公助…「自助」とは、市民、家庭、事業所が自らを災害から守ること。「共助」とは、自主防災組織、
自治会等の地域社会が協力して地域を災害から守ること。「公助」とは、国・県・市・防災関係機関が市民を災害か
ら守ること。 

基本目標４ 安全で利便性の高い快適な都市 
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多様化し続ける市民ニーズに的確に対応するためには、市政への積極的な市民の参加

や協働によるまちづくりが重要です。そのため、市民、ＮＰＯ等の市民団体の活動を支

援し育成することを通じて、まちづくりへの市民参加意識を高め、市民が地域の主体と

なり自主的・自発的に取り組むまちづくりを推進します。 

 

核家族世帯や高齢者世帯の増加等により、家庭内や地域でのつながり、支え合いが失

われつつあります。そのため、日頃からのコミュニケーションの活性化を図るとともに、

地域住民と民生委員や自治会等が連携し、高齢者や障がい者、子育て世帯等の地域社会

とのつながりや支援が特に必要な市民を見守り支え合う地域づくりを進めていきます。 

 

個々の意識の変化によるライフスタイルの多様化に伴い、地域コミュニティの衰退が

懸念されていることから、必要な情報や知識の提供、活動拠点や交流の場の提供等に取

り組みます。そして、地域の意見交換や活動の機会を充実させるとともに、コミュニテ

ィ活動に関する相談、支援等の体制を整備し、地域コミュニティづくりを積極的に支援

します。また、各地区における自治会を核とした地域コミュニティは、地域住民のつな

がりを強くするとともに、地域課題の解決に向けて計画的に取り組み、安全で安心な地

域づくりが図られることから、より一層支援していきます。 

 

市民一人一人がまちづくりの主役として役割と責任を自覚し、主体的な参画がなされ

るよう、市民に役立つ情報や市の施策及び事業に係る情報を市報やホームページ等を通

じて迅速かつ分かりやすく発信するとともに、情報交流・情報の共有化を図ります。ま

た、個人情報の適切な取扱いや保護に取り組みます。 

 

人権をめぐる課題としては、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人な

ど、さらに、近年においてはインターネットなどによる人権侵害等の様々な人権問題

が存在していることから、市民一人一人の人権が尊重される社会の実現に向けた取組

を推進します。また、男女が性別にとらわれることなくその個性や能力が発揮できる

男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

基本目標５ 市民がふれあい協働する都市 

ホームページ、市報 地区別懇談会 
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商店街は、高齢者の買物の場の確保や地域コミュニティの核としての機能も求められ

ることから、新たな魅力を創出することで商店街の活性化を図ります。また、野田市に

存在する豊かな自然環境や農業、地場産業、大学等の多くの資源との連携を促進させて、

起業支援や新たな事業の創出へつなげます。 

 

農業においては、後継者の育成や耕作放棄地の解消が大きな課題となっていることか

ら、持続可能な農業の推進に向けて、農地の集約化等による収益性の向上や若手の新規

就農者の育成、民間企業等の参入等を進めます。 

 

野田市には、多くの歴史、文化的資源が存在しており、豊かな自然環境や生物多様性

の保全、再生、利活用に向けた取組も進めています。このような多様な資源を市民、市

民団体、企業等と連携を図り、まつり、イベント等の開催を通じてにぎわいを創出し、

観光資源として磨き上げ、それらを効果的に結び付けて観光資源の魅力を高めていくこ

とで、野田市独自の観光振興を図ります。 

 

持続可能なまちづくりを進めていくためには、若い世代や子育て世代の定住人口を増

加させていくことが重要です。そのため、教育や福祉の充実、雇用創出等、更には、東

京直結鉄道の整備等の公共交通の充実により、魅力ある生活環境を整え、子育て世代や

若年層の定住促進を図ります。また、地域の歴史、文化資源や産業、観光資源、魅力あ

る商業や特産品、豊かな自然環境等の地域資源を活かした野田市らしい魅力の創出を図

ります。そして、生涯学習を推進するため、指導者の確保やプログラムの充実等、市民

の誰もが意欲的に学ぶことができる環境を整備し、市民の文化・教育水準を高めること

で、まちの魅力づくりに取り組みます。 

 

誰もが安心して暮らせる魅力ある野田市の実現に向けて、地域特性や自然環境を活か

しながら、バリアフリーの視点を踏まえた都市整備を推進し、計画的なまちづくりを推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標６ 活力とにぎわいに満ちた都市 

産業祭 野田夏まつり躍り七夕 
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体系図 

 

人権尊重・男女共同参画社会の推進

活力とにぎわいに
　　　　    　　　満ちた都市

地域産業の振興

観光・イベントの振興

定住の促進

安全で利便性の高い
　　　 　     　快適な都市

防犯・防災対策の推進

安全で快適な都市基盤の整備

公共交通の充実

市民がふれあい
　　　　     　協働する都市

協働によるまちづくりの推進

情報発信・共有の充実

子どもの健全育成と子育て環境の充実

健康づくりの推進と地域医療の充実

豊かな心と
　　　    　個性を育む都市

質の高い学校教育の実現

生涯学習や郷土愛を育む学習の推進

国際交流の推進

【将来都市像】 【基本目標】 【基本方針】
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ま
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自然環境と調和する
　 　　うるおいのある都市

自然環境の保全・再生・利活用の推進

循環型社会の推進

生活環境の整備

生き生きと健やかに
　　　　      暮らせる都市

支え合いによる福祉のまちづくりの推進


